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第3章 本市教育を取り巻く社会の動向・現状 

1 教育を取り巻く社会の動向 

 

（1） 人口減少社会・少子高齢化の進行 

少子高齢化が進行する我が国の人口は、平成20年の1億2,800万人をピークに減少に転じ、

令和7年1月には約 1億 2,350万人となっています。出生数は年々減少を続け、令和6年には

70万人を割り込む一方、老年人口（65歳以上）は約 3,600万人に達し、総人口の28.8％を占

めています。 

本市では、今後しばらくはほぼ横ばいから緩やかな増加が続くものとみられますが、令和32

年の 61 万人をピークに減少に転じることが見込まれています。また、少子高齢化もさらに進

行するものとみられ、年少人口（0～14歳）は令和7年の6万 8千人から令和17年には6万人

と8千人近く減少する一方、老年人口（65歳以上）は同じ期間に13万 9千人から14万 7千人

と8千人が増加するものと推計されます。 

人口減少や少子高齢化の進行はあらゆる世代の教育環境に大きな変化をもたらします。今後

の教育行政は児童生徒数に応じた学校規模の適正化、一人ひとりに個別最適な学びの保障、地

域人材の教育参画、人生100年時代に学び続けられる生涯学習環境等を福祉分野や地域づくり

分野と連携しながら進めていくことが求められます。 

 

 

（2） 子育て家庭の多様化 

経済のグローバル化が進む中、近年、本市では外国籍住民の急増に加え、外国籍住民だけで

なく、異なる文化的背景を持つ家庭が増加し、子育て家庭のあり方が多様化しています。こう

した社会の変化に対応するためには多様性を尊重し、すべてのこどもが平等かつ安心して学べ

るインクルーシブ教育の推進が不可欠となっています。 

一方、全国的にみると、就業者に占める非正規雇用の増加に加え、経済的に厳しい状況にな

るケースもあるひとり親世帯の増加等を背景に、こどもの貧困等が社会問題化しています。こ

どもの貧困は、教育の格差等にもつながり、こどもの学力との相関も指摘されています。 

また、経済的な貧困は将来の進路選択や職業選択等にも大きく影響することから、貧困の連

鎖や経済格差の拡大・固定化等も懸念されます。 
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2015 年 9月の国連サミットでは2031 年までに達成すべき国際目標を示したSDGs(持続可能

な開発目標)が採択され、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現をめざすとされています。

こどもの貧困の問題もこうした視点で捉え、社会全体の課題として解決に向けて取り組んでい

くことが求められています。 

 

 

（3） 技術革新等の社会の急激な変化 

人口減少・少子高齢化が進むことによる国内市場の縮小等も想定され、社会的な活力をいか

に創出していくかが今後の大きな課題となっています。 

情報通信技術（ICT）や人工知能（AI）等の科学技術の急速な発展は、社会生活をより便利で

豊かにする原動力となる可能性を秘めている一方で、経済構造の激変や AI の普及に伴い求め

られるスキルや役割が変化することが想定されます。また、社会経済がさらにグローバル化す

る中で、市場開拓や人材獲得等も世界レベルで競争が激化していくことが予想されます。 

各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する基準である学習指導要領は、平成 29 年 3 月

に幼稚園教育要領、小中学校学習指導要領、平成 30 年 3 月に高等学校学習指導要領が改訂さ

れ、令和4年にかけて段階的に実施されました。この改訂では急速な技術革新による予測困難

な時代の中、「生きる力」をより具体化し、こどもの確かな学びの実現をめざしています。 

現代のこどもたちは、生まれた時から ICT がインフラとして身近にあるデジタルネイティブ

といわれており、情報を正しく読み解き、自分の言葉で発信していく力が不可欠となっていま

す。どのような状況にあっても、たくましく生き抜ける能力を持った人材を育てることが、こ

れまで以上に期待されています。 

また、コロナ禍を経て、こどもたちのレジリエンス教育（困難・逆境を乗り越える力を養う

教育）の必要性も高まっています。不確実性の高い社会において、精神的な回復力や自己肯定

感を育む教育は将来の社会参画に向けた基盤となります。 

 

 

（4） 家庭・地域の状況の変化 

核家族化等の家族形態の変容、価値観やライフスタイルの多様化、地域での人間関係の希薄

化等に伴い、子育てをする親の負担や不安・孤立感が増加するとともに、家庭や地域での教育

力の低下が指摘されています。こうした中、すべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送

ることができる社会の実現をめざす「こども基本法」が令和5年4月に施行されました。 
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今後は家庭や地域の教育力を再構築する新たな取り組みが求められます。そのためには地域

における世代間交流や地元企業との連携を深め、子育てや教育における地域のサポートを活用

する等、こどもたちが地域に愛着を持ちつつ、健全に育っていくためには地域との関わりが重

要となることから、家庭・地域・学校が連携を深め、地域全体でこどもを育てていく体制を強

化することが必要といえます。 
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2 本市の教育の現状 

 

（1） 児童・生徒の現状 

ア 幼児教育 

いわゆる「小1プロブレム」が課題とされており、本市の児童においても特に他者との関係

における“集中力”や、“がまんをする"ことについて問題が顕在化する傾向にあります。幼児

期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。そのため、今後も引き続き、

家庭や地域、幼稚園・小学校等がともに連携・協力し、教育活動の充実を図る必要があります。 

 

イ 一人ひとりを確実に伸ばす教育 

情報化やグローバル社会が進展する中、人口の減少や、AIの進化等が社会にもたらす産業や

経済の構造的変化や雇用の多様化・流動化等により、社会の変化は激しくなり、その変化を正

確に予測することが困難な時代になってきています。このような社会を生き抜くためには、こ

どもたち一人ひとりが主体的に社会に関わり、多様な人々と協働して新たな価値を創造し、未

来を切り拓いていく力が必要になります。 

そのためには、学習指導要領にもとづき、実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」、

未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力」、こどもたちが、学んだことを人生や社

会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」を育むことが求められます。 

これからは、これまで以上に、児童生徒一人ひとりの特性と成長に着目し、一人ひとりを確

実に伸ばす教育が大切となります。 

 

ウ 学力 

令和 7年度埼玉県学力・学習状況調査（全 14項目）において埼玉県の平均正答率を上回っ

た項目数は6項目、同値であった項目数は3項目でした。本市の児童生徒の学力は一定の水準

を維持した傾向にあります。 

今後の課題として、引き続き基礎的・基本的な知識や技能をしっかりと定着させることはも

ちろん、学んだ「知識や技能」を活用し、課題を解決するために必要な「思考力、判断力、表

現力」等の学力を確実に伸ばす学習指導が必要になります。 

また、一人ひとりの学力が毎年どれだけ伸びているのか、学習内容がどれだけ定着している

かを把握し、指導の工夫改善に生かす必要もあります。 

 



 

第 3 章 本市教育を取り巻く社会の動向・現状 

7 

エ グローバル化 

こども達がこれからの社会を主体的に生きるためには、英語力の育成を基礎としながら、豊

かな国際感覚を身につけることはもちろんのこと、伝統と文化を尊重し、我が国と郷土川口を

愛する姿勢や、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する姿勢を身につけ、日本人とし

ての自覚と責任を持って、グローバル社会に貢献できる人材に育てることが大切です。 

 

オ 特別支援教育 

障害のあるこどもと障害のないこどもがともに学ぶための条件整備と、一人ひとりの教育的

ニーズに応じた多様な場の整備を行い、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取り組み

を一層推進し、障害のあるこどものさらなる自立と社会参画をめざす必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 豊かな心を育む教育 

少子化やデジタル化が進む中、こどもたちが人と関わる経験や体験不足が指摘されています。

また、社会が変化し続け、価値観が多様化する中で、互いを認め尊重する豊かな人間性と、他

者との対話や協働により社会性を育むことが求められています。 

そのために、こどもたちが道徳的な課題を自分のこととして捉え、他者と協働して学ぶ姿勢

を育むことが重要であり、体験活動を充実させるとともに、家庭や地域と連携し、道徳教育を

推進することが求められます。 
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キ 生徒指導 

少年非行については全国的に減少傾向にあるものの、凶悪犯罪や特殊詐欺に加担する少年が

後を絶たない状況にあります。また、SNSを介してのトラブルが増加傾向にあります。 

このような現状を考えると、少年非行を防止するための取り組みやさまざまな問題に対して

は、地域や関係機関が連携を図るとともに、学校と家庭が一貫性を持った生徒指導体制を確立

し、取り組みを進める必要があります。 

また、「小1プロブレム」、「学級がうまく機能しない状況（いわゆる学級崩壊）」や「中1ギ

ャップ」等への対応についても継続して取り組む必要があります。 

 

ク 体力の向上と学校体育活動の充実 

本市の児童生徒の体力について、新体力テストの 5 段階絶対評価で上位 3 段階（A+B+C）の

児童生徒の割合は、平成 31（令和元）年度から令和 6 年度にかけて年々低下している現状で

す。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前までは、上昇傾向にあった本市の児童生徒の体力

が再び上昇するよう、学校での体育授業や体育的活動等の充実を図り、総合的な体力の向上を

めざして継続して取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和2年度は、新体力テストの県での実施なし。 
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（2） 学校・家庭・地域の連携を図った教育の現状 

ア こどもたちの安全・安心 

過去 5年間における、市内で発生した本市児童生徒の交通事故報告件数のほとんどが学校管

理下外で、中でも自転車によるものが多く発生しています。このことから、学校応援団やスク

ールガード等の協力を得て、学校・家庭・地域や関係機関が一体となり取り組む必要がありま

す。また、近年、自転車の運転者が加害者となる事故が社会問題となっています。そのため、

今後も引き続き、児童生徒に交通安全意識の徹底と啓発を取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ いじめ 

本市のいじめの認知件数は、高い水準で推移しています。いじめは、どの子でも、どの学校

でも、また学校以外でも起こり得るとの認識のもと、学校・家庭・地域や関係機関が一体とな

って、児童生徒にいじめを「しない」「させない」「許さない」という意識を醸成するとともに、

いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組む必要があります。 
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ウ 不登校 

本市の不登校の児童生徒数は、小中学校で増加傾向にあります。不登校は、さまざまな背景

や理由に起因しており、その解決のためには、児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな

対応や、未然防止・早期対応の仕組みの充実が大切です。また、児童生徒の社会的自立に向け、

児童生徒一人ひとりの状態に応じた適切な支援が行き届くよう、学校のみならず、家庭・地域・

関係機関が連携して不登校支援を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 教育相談 

学校教育において生徒指導上の諸問題は、多岐にわたるものとなっています。基本的な生活

習慣の定着や規範意識の醸成等、日常の生徒指導に関する課題とともに、増加する不登校、い

じめの深刻化、暴力行為等の問題行動、虐待等、心や生命に関わる問題に対しても、引き続き

適切な対応が必要です。 

本市の教育研究所においても相談件数は増加傾向にあり、また、令和5年度以降、毎年10,000

件を超える相談を受けています。 

以上のことから、教育研究所や各学校における教育相談体制の一層の充実が求められます。 

 

オ 地域学校協働活動 

こどもの心や体の成長には、学校だけでなく、家庭や地域も大切な役割を担っており、そ

れぞれが役割分担を明確にしつつ、相互に補完し、連携・協働してこどもの成長を見守る必

要があります。そのためには学校応援団や放課後子供教室等の地域の教育力を生かす活動を

より充実したものとし、「社会に開かれた学校」づくりを推進していくことが大切です。 

そのため、より多く、より幅広い層の地域住民等の参画によるネットワークの整備を進める

必要があります。 
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（3） 生涯学習・スポーツ活動 

急激な社会変化の進展に伴い、個人の要望と社会的な要請は多種多様化しています。本市で

は、生涯学習・スポーツ活動を通じて、市民の知的・文化的な交流や健康維持促進を図ってい

ます。生涯学習活動は、社会教育施設としての公民館（34 施設、類似施設を含む）、図書館(6

施設)を中心に博物館類似施設としての科学館、文化財センター、アートギャラリー・アトリア

（以下、「アトリア」という。）において、市民が自発的、主体的にいつでも学び活動できるよ

う多種多様な事業を展開しています。一般教養、趣味・実技に関するものから、専門性の高い

分野や健康増進・情報化等、さまざまな分野の講座を開催するほか、オンライン講座により学

習機会の多様化や充実を図っています。 

一方、スポーツ活動は、市内のスポーツ施設（スポーツセンター（8施設）、青木町公園 

総合運動場、体育武道センター、スポーツ専用施設(17施設)）において、市民がそれぞれ 

の目的に応じて健康増進や競技力向上等に取り組める機会を広く提供するとともに、地 

域コミュニティの醸成に寄与してきました。 

また、生涯学習・スポーツの両分野において、個人や団体による自主的な活動への支援

にも力を入れており、イベント開催、多様な情報の提供のほか、取り組んできたことを生

かして指導者やボランティアとして活動する機会の提供も行っています。 
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各年度施設利用者数                            （単位：人） 

 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

スポーツ施設 1,265,422  1,673,570  1,884,194  2,005,749  1,899,623  

公民館 917,978  1,224763  1,491,583  1,586,140  1,583,258  

図書館 1,020,706  1,422,995  1,464,246  1,536,915  1,337,968  

科学館 66,632  139,964  208,301  223,321  229,270  

アトリア 40,178  42,737  53,239  55,100  53,430  

文化財センター 47,051  44,150  74,077  53,271  59,863  

 

令和6年に実施した「総合計画のための市民意識調査」の結果によると、「生涯学習をしやす

い環境が整っている」と感じる市民（「そう感じる」、「ややそう感じる」と回答した人の割合）

は、全体で33.9％となっています。属性別では、18～29歳の年齢では女性のおよそ50％の人が

「そう感じる」としていますが、男性は20％台となっています。また、65歳～74歳では男女と

もに20％代であり、性別や年齢層によって感じ方にばらつきがある傾向がみられます。 

今後は、時代の変容に合わせ、市民の要請に応えた多種多様な事業のさらなる充実を図ると

ともに、利用者が求める知的欲求等への支援と効率的なより質の高いサービスの追及に継続し

て取り組む必要があります。 

また、今後、学校や地域関係機関や企業との連携を図り、さらなる事業の充実とネットワー

ク化を推進し、利用者に対する支援やサービスの向上に努めていく必要があります。 
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令和6年度 総合計画のための市民意識調査結果報告書 

 

 

（4）歴史的資源・文化芸術 

市内には、川口の歴史や文化を知るうえで貴重な、建造物や絵画、彫刻、書籍、典籍、古文

書、考古・歴史資料等の有形文化財、地域に残る伝統芸能等の民俗文化財、記念物等、有形・

無形の歴史資源としての文化財が多く残されています。  

その中でも、特に歴史上、学術上貴重なものについては、国、県、市において、文化財指定・

登録（令和 6年度末現在：160点）を行うことにより、その保存に努め、市民共有の財産とし

て、未来への保存継承を行っています。 
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■市内に所在する指定等文化財（単位：点）            令和 7年3月31日現在 

種       別 国 県 市 計 

有形文化財 

建 造 物 1：旧田中家住宅 2 7 10 

絵   画  2  2 

彫   刻  5 6 11 

工 芸 品  4 7 11 

書跡・典籍・古文書  3 15 18 

考 古 資 料  1 8 9 

歴 史 資 料   29 29 

民俗文化財 
有形民俗文化財 1：木曽呂の富士塚  21 22 

無形民俗文化財   5 5 

記 念 物 

史   跡 1：見沼通船堀 2 8 11 

旧   跡  4  4 

名   勝   1 1 

天然記念物  1 5 6 

国 登 録 有 形 文 化 財 

17：旧鋳物問屋鍋平別邸 

十一屋北西商店 

永瀬昌文家住宅 

永瀬孝男家住宅 

 大泉家住宅 

 旧森龍織物 

  17 

県 選 定 重 要 遺 跡  4  4 

合 計 20 28 112 160 

 

 

令和 6年に実施した「総合計画のための市民意識調査」の結果によると、「自然や歴史、文化

財など市内外に誇れる魅力がある」と感じる市民（「そう感じる」、「やや感じる」と回答した人

の割合）は、全体で30.0％となっています。属性別では、60～64歳と 75歳以上の女性が35％

を超えるものの、それ以外は20～30％台前半と低い傾向がみられます。そのため、今後も市内

にある文化財の調査及び指定を進め、保護・保全に努めるとともに、文化財センター「郷土資

料館」における特別展等で文化財や市の歴史、郷土ゆかりの人物等を紹介し、イベントでの体

験やソーシャルメディアを活用した情報発信により、市民共有の財産としての文化財の価値や

重要性について啓発をする必要があります。 
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令和6年度 総合計画のための市民意識調査結果報告書 

 

 

文化芸術に関する市内の状況については、これまでの市内文化施設の利用経験に関する

調査では、全体の76.1％がいずれかの施設を利用したことがあると回答しました。中でも

最も利用率が高かったのは「川口総合文化センター・リリア（以下、「リリア」という。）」

で、その割合は65.5％、次いで「公民館」が42.3％でした。 
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令和5年度 市民意識調査結果 

また、文化施設の利用経験がある市民に対して施設の満足度を尋ねたところ、「リリ

ア」の満足度が最も高く、「満足」及び「やや満足」の合計が78.4％に達しました。そ

れに続く施設は「アトリア」（65.4％）、「公民館」（59.2％）の順でした。 

 

 

 

 

 

 

令和5年度 市民意識調査結果 

一方で、「やや不満」や「不満」と回答した理由として主にあげられていたのは、施設の

老朽化や機能面の問題等、建物や設備に関する課題です。 

そのような状況の中、リリアは約 2年にわたる大規模改修を終え、その隣接地には令和

8年1月に新たに川口市立美術館（以下、「美術館」という。）が開館しました。これによ

り、川口駅西口周辺は文化芸術の拠点として位置づけられ、今後のさらなる活用が期待さ

れています。 

川口総合文化センター・リリア
（n=1226）

市民ホール（鳩ヶ谷駅市民センター、
芝市民ホール、南平文化会館）

（n=350）
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（5）教育施設 

本市の教育施設は、主に学校施設と生涯学習施設からなっており、その多くを高度経済成長

期後半の昭和40年代から昭和50年代に集中的に整備しています。 

今後、これらの施設が一斉に更新時期を迎える時期が到来しますが、本市では、将来、生産

年齢人口の減少による税収の伸び悩み、高齢者人口の増加に伴う社会保障関連経費の増加が想

定されることから、施設の更新に必要な費用の確保が課題となっています。 

このことから、現在の施設の総量や規模及び配置のままでは、既存の施設を維持していくこ

とは非常に困難な状況です。そのため、川口市公共施設等総合管理計画にもとづき、適正な施

設の総量や規模及び配置を検討する必要があり、この考えにもとづき本市の教育施設では、こ

れまでに市立高等学校3校の統合や、小学校と公民館との合築、婦人会館と青少年会館との統

合等に取り組んできました。しかしながら、建て替え時期を迎える施設が多くあることから、

今後も引き続き、適正な施設の総量や規模及び配置を検討していく必要があります。 

加えて、施設が本来有すべき安全性や快適性を維持するとともに、安定した市民サービスを

提供し続けていくことが求められることから、今後の施設の維持管理・更新に係る費用負担の

軽減を図るため、各施設の中長期的な保全計画にもとづき、施設の点検・診断等を実施すると

ともに、予防保全型の維持管理を図り、施設の長期利用を促進し、施設の更新時期及び更新費

用の平準化を試みていく必要があります。 

 

 

 

 


